
三重大学学生共通細則

（学生証）

第１条 学生証の様式は，学生委員会において定めるものとする。

（学生証の交付）

第２条 学生証は，入学の際，学務部において交付する。

（学生証の携帯）

第３条 学生通学の際は，必ず学生証を携帯しなければならない。学生証を携帯しないと

， ， ， ， 。きは 教室 研究室 図書館に出入りし 又は厚生保健施設を利用することができない

（学生証の再交付）

第４条 学生証を汚損，紛失したときは，直ちに，交付者に届け出て，再交付を受けなけ

ればならない。

（学生証の返納）

第５条 学生が，三重大学（以下「本学」という ）の学籍を離れた際は，直ちに，学生。

証を交付者に返納しなければな らない。

（学生証の掲示）

第６条 学生は，本学の職員から要求のあったときはいつでも学生証を提示しなければな

らない。

（保証人）

第７条 保証人は，本学の教育方針に協力し，学生の修学目的の達成に努め，学生の身上

に関する事項につき責任を負うものでなければならない。

第８条 保証人は，保護者又はこれに準ずる者とする。

第９条 保証人に住所の変更等異動のあった場合には，速やかにこれを届け出なければな

らない。

（現住所）

第１０条 学生は，現住所を変更した場合は，１週間以内に届け出なければならない。

（欠席届）

第１１条 学生が病気その他の事由により１週間以上欠席するときは，その事由を付して

届け出なければならない。

（海外渡航届）

第１２条 学生が海外渡航する場合は，その事由などを付して届け出なければならない。

（服装）

第１３条 学生の服装については，特にこれを定めないが学生として見苦しくないもので

なければならない。

（集会）

， ， ， ，第１４条 学生が集会をしようとするときは その２日前までに集会の名称 目的 場所

参加予定人員をその責任者が届け出なければならない。学生が合宿する場合もこれに準

ずるものとする。

（団体）

第１５条 学生が団体を組織しようとするときは，団体の名称，目的，会則及び役員名を



。 ，その責任者が届け出なければならない 学内団体が学外団体に加入しようとするときは

その団体の名称，目的，会則及び役員名をその責任者が届け出なければならない。学内

団体が届出事項を変更し又は解散，脱退するときは，速やかにこれを届け出なければな

らない。

第１６条 学生が団体的行動（示威運動、署名運動，投票，世論調査など一般公衆又は学

生を対象として行う活動をいう ）又は拡声機使用など高音を伴う行為を行うときは，。

その目的，日時，場所及び参加人員を責任者が届け出なければならない。

（掲示）

第１７条 学生に対する本学からの通知は，概ね掲示によりこれを行うので学生は常に本

学掲示場の掲示に注意し熟読しておかなければならない。

第１８条 本学内における掲示（ビラ，ポスターなどの貼付を含む。以下同じ ）は，特。

に許可を得たものの他は所定の掲示場に掲示しなければならない。

第１９条 学生が掲示しようとするときは，責任者を明記して掲示物の許可を受けなけれ

ばならない。掲示物が掲示期間を過ぎた場合は，速やかに撤去しなければならない。許

可なくして掲示した物及び所定の掲示場所以外に掲示した物は，これを撤去することが

ある。

， ， 。第２０条 掲示物の大きさは 縦４２センチメートル 横３０センチメートル以内とする

ただし，特に許可を得たものはこの限りでない。

（立看板）

第２１条 学生が立看板をしようとするときは責任者は，立看板の記載事項を届け出なけ

ればならない。立看板の大きさは，縦１８０センチメートル，横９０センチメートル以

内とする。ただし，特に許可を得たものはこの限りでない。

（印刷物）

第２２条 学生が雑誌，新聞，小冊子その他印刷物（複写物を含む ）を配布しようとす。

るときは，責任者は，印刷物を添え届け出なければならない。

（金銭の収受）

第２３条 学生が物品を販売し又は寄附を募ろうとするときは，責任者は，販売品名，目

的，方法などを届け出なければならない。

（施設の利用）

第２４条 学生が集会その他正規の授業以外の目的に本学の施設，設備，物品等を使用し

ようとするときは，事前にそれらの管理責任者の許可を受けなければならない。

（損害賠償）

第２５条 学生は，故意又は過失により施設，設備，物品等を破損，滅失又は汚損したと

きは，その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。

（大学名の使用）

第２６条 学生が学外において本学の名を使用して団体活動又は掲示をしようとするとき

は，必要事項を付しあらかじめ学長に願い出て許可を受けなければならない。

（禁止）

第２７条 学長は，学生及び学生団体の行為が本学の機能を害し又は学内の秩序を乱すお

それがあると認めるときは，これを禁止する。



（願出等）

第２８条 この細則に定める願出及び届出は，全学的のものにあっては学長に，特定学部

に関わるものにあっては当該学部長にこれを行うものとする。この場合における願出及

び届出は，学長宛のものは，学務部教務課又は学生サービス課を，当該学部長宛のもの

は，当該学部学務係を経由するものとする。

附 則

この細則は、平成１６年７月１４日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。


